
川口市バリアフリー基本構想推進協議会設置要綱

（目的）

第１条 川口市バリアフリー基本構想推進協議会（以下「協議会」という。）は、川口

市バリアフリー基本構想に基づくバリアフリー事業等に関し、学識者や関係市

民等への事業報告や意見交換により、本基本構想等に基づく事業等の円滑な推

進を図るため設置するものである。

（所掌事務）

第２条 協議会は次に掲げる事項を所掌する。

（１）重点整備地区における特定事業計画に関すること

（２）重点整備地区内外におけるバリアフリー化に関すること

（３）その他バリアフリーの推進に必要な事項に関すること

（構成）

第３条 協議会は、委員１３人以内をもって組織する。

２ 委員は次の各号に掲げる者から、市長が委嘱し、又は任命する。

（１）学識経験者

（２）高齢者、障害者等団体を代表する者

（３）商工関係団体を代表する者

（４）その他関係団体を代表する者

（５）公募により選出された者

（６）市長が必要と認める者

（委員長及び副委員長）

第４条 協議会に委員長及び副委員長を置く。委員長及び副委員長は、委員が互選する。

２ 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理す

る。

（会議）

第５条 協議会の会議は、委員長が招集し、委員長が、その議長となる。

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。



（任期）

第６条 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残存期間とする。ただし、

委員の再任を妨げない。

（関係者の出席）

第７条 協議会はその目的を達成するために必要があると認めるときは、会議に関係者

の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

（会議の公開）

第８条 協議会の会議は、これを公開とする。この場合において、委員長は、傍聴人の

数を制限することができる。

２ 前項の規定にかかわらず、委員長が協議会に諮り、会議を公開しないことがで

きる。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が別

に定める。

附 則

（施行期日）

この要綱は平成２１年１２月２１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要綱は平成２９年 ４月 １日から施行する。


